
口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ

奈良県高等学校等奨学金（修学支援奨学金・育成奨学金）の返還には、口

座振替による支払いが便利です。

口座振替を希望される方は、手続きに必要な書類を送付しますので、下記

連絡先までご連絡をお願いします。

「口座振替」の概要「口座振替」の概要「口座振替」の概要「口座振替」の概要

・次の金融機関が、新たにご利用いただけるようになりました。・次の金融機関が、新たにご利用いただけるようになりました。・次の金融機関が、新たにご利用いただけるようになりました。・次の金融機関が、新たにご利用いただけるようになりました。

ゆうちょ銀行（口座振替のみ）ゆうちょ銀行（口座振替のみ）ゆうちょ銀行（口座振替のみ）ゆうちょ銀行（口座振替のみ）

・ご利用いただける取扱金融機関・ご利用いただける取扱金融機関・ご利用いただける取扱金融機関・ご利用いただける取扱金融機関

南都銀行、京都銀行、紀陽銀行、中京銀行、近畿労働金庫南都銀行、京都銀行、紀陽銀行、中京銀行、近畿労働金庫南都銀行、京都銀行、紀陽銀行、中京銀行、近畿労働金庫南都銀行、京都銀行、紀陽銀行、中京銀行、近畿労働金庫、
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行（口座振替のみ）ゆうちょ銀行（口座振替のみ）ゆうちょ銀行（口座振替のみ）ゆうちょ銀行（口座振替のみ）

（※ゆうちょ銀行は、口座振替による支払いのみが可能で、（※ゆうちょ銀行は、口座振替による支払いのみが可能で、（※ゆうちょ銀行は、口座振替による支払いのみが可能で、（※ゆうちょ銀行は、口座振替による支払いのみが可能で、

ゆうちょ銀行窓口での納付書によるお支払いはできません）ゆうちょ銀行窓口での納付書によるお支払いはできません）ゆうちょ銀行窓口での納付書によるお支払いはできません）ゆうちょ銀行窓口での納付書によるお支払いはできません）

（月 賦）

＜変更時期＞ 県での受付 ４月～９月 → 変更 １０月

〃 １０月～３月 → 〃 ４月※県での受付が９月及び３月の場合は、翌月からの口座振替が出来ない場合があります。
（半年賦）

＜変更時期＞ 県での受付 １２月～７月 → 変更 ８月

〃 ８月～１１月 → 〃 １２月※県での受付が７月及び１１月の場合は、翌月からの口座振替が出来ない場合があります。
ただし、奨学金の返還額に未納のある方は、既に送付しております納入

通知書（納付書）で、まずは未納分の納付をお願いします。なお、納入通

知書（納付書）がお手元にない方は、下記連絡先までご連絡ください。

○○○○振替口座は、本人（借受人）名義または連帯借受人名義の口座でお願い

します。

○○○○振替日は、月賦の場合は毎月２７日、半年賦の場合は、８月２７日及び

１２月２７日です。振替日の前日までに、振替額を振替口座に入金してお

いてください。（振替日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日を振替日とします。例：２７日（土）の場合は、２９日（月）が振替日となります）連 絡 先奈良県教育委員会事務局 学校支援課 授業料奨学金係〒630-8502 奈良市登大路町３０
TEL 0742-27-9859、FAX 0742-27-2985


